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件名 平成26年度一般コミュニティ助成事業に係る申請書の提出について

一般コミュニティ助成事業につきまして、別紙のとおり申請書一式を企画課へ提出しますo

『
戸
U

z
－－ロ

1.助成事業の事業実施主体 沖田第2区 、下伊形区（

2.事業概要 自治総合センターの実施する一般コミュニティ助成事業を活用し、屋外拡声

． 親機設備、屋外拡声受信機（子機）設備を町内に設置する。

~ 
3.事業目的 屋外放送設備を整備し、地区内の伝達事項や行事案内、災害時の緊急放

送を行うことで、地区のコミュニティ活動の促進及び災害時の迅速な情報伝

達による住民の安全の確保を図る。

4.提出書類 1)助成申請書及び別表

2）添付書類

・区則

・区の平成25年度事業計画書

－区の平成25年度予算書 （裏面へ続く）



－金額積算根拠（見積書）

－申請書提出時チェックリスト

4）申請書提出前チェック表

5）申請総括表（電子データで提出）

6）申請概要書（電子データで提出）

5.当事業を経営政策課から申請する経緯

通常、コミュニティ助成事業を活用した地区放送設備の整備については、主に公民館が事業主体とな

っていたため、申請の窓口を社会教育課が担ってきた経緯がありました。沖田第2区・下伊形区はともに

公民館組織を持たず、区（自治会）を事業主体としているため、区に係る業務を管轄とする経営政策課が

申請を行うものであります。

圃薗薗 薗圃薗
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（平成26年度コミュニティ助成事業 別記格式第1号）

財団法人 自治総合センター

理事長若林 m造殿

延経 第 号

平成25年 9月 日

宮崎県延岡市長首藤正治 印

コミュニティ助成事業助成申請書f多7

。一般コミュニティ助成事業 青少年健全育成助成事業

コミュニティセンタ一助成事業 共生の地域づくり助成事業

地域防災組織育成助成事業 地域国際化推進助成事業

ア．自主防災組織育成 多文化共生

イ．消防団育成 国際理解推進

ウ．婦人防火クラブ育成 活力ある地域づくり助成事業

防火防災訓練用資器材 ア．地域資源活用

防火広報用視聴覚資器材 イ．広域述悦推進

エ．幼年消防クラブ育成 ウ．活力ある商店街づくり

オ．女性消防隊育成

初期消火活動及び予防活動

初期消火活動及び応急救護普及活動

カ．少年消防クラブ育成

別記のとおり標記に関する事業を行し、たいので、助成されるよう申訪します。

助成対象団体連絡責任者

所 属 企画部経営政策課 市民協働係

職・氏名 主事 兼 森大 樹

'flt 話 0982-22-7079 

F A x 0982-22-7090 

'1'Ll:子メール kyodo@city.nobeoka.miyazaki.jp 
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（平成 26年度コミュニティ助成事業 別記様式第1号）

1.事業実施主体
／ 

都道府県名｜宮崎県 市（区）町村名｜延岡市

1 組織の名称 ｜沖田第2区

2 事業所所在地片圃園田

（電話番号）

3.代表者氏名

4. 結成年月日 ｜昭和 51年 12月 1日

5. 市（区）町村人口 ｜市（区）町村人口

活動対象地域の人口 ｜活動対象地域

2.事業実施主体の説明

128,336人（平成 25年 9月現在）

558人（平成25年9月現在）

沖田第2区は、宮崎県延岡市沖田町において、防犯・防災、環境改善及びスポーツイベント、敬老

祝などの各種レクリエーションを通じて住民の親睦を図るとともに、区内各種団体とのコミュニティ

活動を実践している自治組織である。

3.助成申請額

事業費総額（A) I 一般財源等充当額（B)

2, 118, 90 0円 I 1 s, go 0円 2 I 1 I。｜。｜。i。l0円

4.助成申請事業の計画

( 1 ）助成申請事業の名称

｜別送設備の整備

( 2）助成申請事業の趣旨・目的

沖田第2区は自治会を中心に防犯・防災、環境改善、スポーツ、敬老祝賀会等各種のコミュニテ

ィ活動に精力的に取り組み、明るく住みよいまちづくりを目指している。また、そうした活動を通

じて地区住民の交流や親睦を深めるとともに、住民相互の連携強化を図っているところである。

しかし、コミュニティ活動の広報はこれまで回覧・ハンドマイクによって行われており、活動の

中核を担う役員が高齢化している当区においては、情報の伝達に大変な時間と労力を要している。

また、当区は海岸線より 1. 5 k m地点に位置し、海抜 7m以下の区域が 55%を占めること、大

雨により沖田川周囲の低地が度々冠水してしまうことから、地震や台風といった災害時における正

確かっ迅速な情報提供手段の構築が喫緊の課題となっている。
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（平成26年度コミュニティ助成事業 別記篠式第 1号）

( 3）助成申請事業の対象者

｜沖田第2区住民

(4）助成申請事業の内容

① 実施期間：平成 2 6年 1 0月 1日開始～平成 2 7年 1月 3 1日完了

② 実施場所：宮崎県延岡市沖田町

③ 実施内容

沖田第一街区公闘に放送設備親機を、沖田二区ふれあい広場（沖田町公闘）に放送設備子機を

それぞれ設置し、コミュニティ活動や地区のお知らせの広報、災害H寺の情報伝達を行う。

④ 収支内訳：別表ご参照

( 5）助成申請事業の期待できる効果

無線放送設備の整備により、コミュニティ活動の細やかな情報提供が可能となり、地区のコミュ

ニティ活動が一層促進され、地域住民の親睦と結束が深められるとともに、万一の災害時において

も、スピーディーに防災情報が伝達できる。

( 6）助成申請事業のスケジュール

① 事業を実施（開始）するまでのスケジュール

② 実績報告書提出予定：平成 2 7年 3月 1 5日

( 7）助成申請事業の過去の活動実績

5.宝くじの社会貢献広報の仕方

( 1 ）市（区）町村の広報誌への掲載

広報誌の名称 発行予定日

広報のべおか ｜ 平成 27年 3月 1日

広報誌には「宝くじの助成金で整備したJ「宝くじの助成金で実施するJ旨の表現は必ず記載のこと。

( 2）購入備品、設備、印刷物等への広報表示

別紙ご参照

6.添付資料
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（平成 26年度コミュニティ助成事業 別記掠式第 1号）

書類名 必要書類 添付書類 備考

1 申請書（別記様式第 1号、別表） 。
2 チェックリスト 。
3 事業実施主体規約 。

事業実施主体の平成 25年度事業計画及び予
4 。

算書

5 金額積算根拠（見積書等） 。
6 事業内容に関する資料 。
7 建物工事に関する図面（平面図・立面図等）

8 財源に関する資料（資金積立計画等）

9 議事録（総会資料等）

10 実行委員会等の構成員を示す資料

助成対象団体の歳出歳入予算書文は予算計上
11 

の手続きをとる旨の確約書

12 助成対象事業にかかる経費の内訳を示す資料

複数の助成対象団体が事業をする場合の同意
13 

書

14 前年度事業の決算書及び事業実縦を示す資料

15 公益法人に関する資料

市（区）町村が中心市街地における商店街振
16 

興に関して策定する基本計画等

17 助成対象となる施設、設備等の資料

助成事業を実施する場所の位置図、住宅地図、
18 

現況写真

表示板に関する資料（見取り図、文言、大き
19 

さ・材質・固定方法のわかる資料）

20 その他

r 
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平成26年度コミュニティ助成事業 Jllj配線式1号別表

都道府県名：｜宮崎県

【事業収支の内訳】

収入内容

コミュニ事面テ葬ィ乏助官成主金主（＝財A源－一B一）一一
j単語

• . <i', 事業収入合計：享世誓船田A)

見積書 備品・設備名、
規格・仕様・

番号 費用区分 形替式問・メ酒ー田カ等

放送段備親機

120Wウオールアンプ GV-120 

4判以刊でfク口n-、ν MC-301 

H-510A、P-350丁、
セパレートホーン

UCS-51A 
H-510L+P-350丁、

ストレートホーン
UCL-41A 

スピーカ取付金具
ー一 一

無線送信機＋プラポツ
Hx815 

クス

無線ケー用プコントローフ 6 
芯ル10m

12mコンクリート電柱＋
建柱工事
スァンレスアンプ収納

ケース＋取付金云ヲ具頑
ステンレスア 納

ケ扇ー戻ス語＋語取接付説金7具7Jプ

ター宣ンレ之ス圭ア土ン防プ空収三
ステ 納
ケース＋取付金具（防

ア災ダ個プ別タ受ー信収機納・）防災

2 放送設備子機

120wウオールアンプ GV-120 

一 トーーーーー一一ー一ーーー一一ーーーーーーーー
無線受信器＋プラBOXIC-4810 

6パ受芯信イケプ用ーコプンJトローフ－レ・保護用

H-510A+P-
セパレートホン

350T+UCS-51A 

スピーカ取付金具
12mコンクリート電柱＋
建柱工事
ステンレスアンプ収納
ケース＋取付金具

3 電気工事
一一司 ー

4 取付工事・取付調整
一一一

5 そのパ他イプの雑材・保護
用

6 諸経費

7 消費税

女1 経書！合計1J) 

対 外経 F・・~f、ヨh 芯員:. ~c;p 

｜市区町村名：｜延岡市 ｜事業実施主体名：｜沖田第2区

金額（円） i肩有

？.~ 1~~：~~~ 三一事夜般扇コミ扇ュニ町ティ百助残高成事－業3元扇面同一一 一一一

一一一一一 一一 一一一一一一一一一一一一一一

一一 一一

一 一一一一 一一一 一一

一一一 一一一一一一一－－－ ー ト－ a『F一一一一ー『・ーーー』ーー・・ιーーー－－－ －－－ー

’ f 申 ' ' -. 2, 118,900ピ
.. ~.“.；ー6 、·，·・

ι・ 今・ lφ ,r • :. ~－ φ与、＇.－·：

対象外 広報
保管場所

数量 単価（円） 金額（円）
経費

整備目的・用途
表示 設置名場称所

一一一一
1-g. 150,000 150,000 

音声の出力を増幅、 。沖田第一街区公園
制御するもの

1個 21,000 21,000 放送用マイク 。沖田第一街区公園

2式 33,000 66,000 放送用スピーカー 沖田第一街区公園
一一一

2式 60,000 120,000 放送用スピーカー 沖田第一街区公園
一一一 ー一 一

4式 26,000 104,000 スピーカー固定用 沖田第一街区公園

1式 85,000 
屋置ア豊ン主壁外プ主拡ーを主本2声型体主量一と主信無一生機一線二に三一送送一lレ

沖田第一街区公園

1式 20,000 沖田第一街区公園

一一一
1基 160,000 160,000 スピーカー取付用 沖田第一街区公園

一
1式 80,000 80,000 アンプ収納ケース 。沖田第一街区公園

1式 35,000 35,000 マイク収納ケース 。沖田第一街区公園
トーーー一一一一 ー←－一ーー一一←ーーーーーーーー

1式 170,000 防災無線受信用 沖田第一街区公園
一一一一－－－ 一一一一

1式 65,000 上記アダプターを収 。沖田第一街区公園
めるボックス

ー一 一一一

一一一 ト司F・－・－－－－ a』 「

一←
1-g. 150,000 150,000 

言画面面五蚕璃幅了 。沖田二区ふれあい広

和親l機御するもの
雪国ニ区ふれあい広からの信号を受 一一

1式 85,000 

宜ア信ン主機プるを本もつp体指とぐ踊ケ線受ブ

。
場ト一一一一一ー一一一ー一一ー一ー ← 一 一一 － 
沖田二区ふれあい広

1式 20,000 
場

Jレ
沖田二区ふれあい広

3式 33,000 99,000 放送用スピーカー
l~m=:也ゐ、川町ムー3式 26,000 78,000 スピーカー固定用

1基 160,000 スピーカー取付用 沖田一区ふれあい広

場沖田二区ふれあい広
1式 80,000 アンプ収納ケース

場一一一一一十一一一一 一一 一一
・一－－一一一 一 ー一一一

－~ 式式 45,000 90,00Q 
一 一 一一一

50,000 100,000 
一一一一一 一一一一一一一一一ー一ー

2式 20,000 40,000 
一 一 一 一 一

1式 40,000 
一一色一一一一一一 ー一－一 一ー

100,900 
2,118,900 。

': ....吾藁文出合E n+ 〔2) ：轟匹；軍管総額A) 2,118,900 . ‘，．， ．！． ，一、雪 t志‘ 



平成26年度コミュニティ助成事業別記傑式1号別表
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沖田第2区区員lj

沖田第 2 区

区異IJ

表紙 頁

区則 2～4 頁

改訂履歴 5 頁

頁／金頁

制定日

改訂日

1/5 

1976年12月1日

2005年4月23日

発行 宮崎県延岡市沖田第2区（事務局区長）

区長印 「一司
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沖回第2区区員lj
頁／全頁

制定日

改訂日

1976年12月1日

2005年4月23日

第1条（名称及び事務局）本区を沖田第2区と称し、事務局を区長宅に置く。

第2条（目的）本区は沖田第2区団地居住者（以下区民という）相互の親睦と生活の向上を

図り、地域社会の発展に寄与する事を目的とする。

第3条（構成）本区の構成は次の通りとする。

(1）本区は区民をもって構成する。

(2）構成単位は6組とし更に組毎に班をおくものとする。

第4条（役員）本区には、次の役員をおく。
(1）区長1名 (2）会計1名 (3）組長6名 (4）会計監査1名

(5）選挙管理委員6名（各組1名） (6）専門部員

第5条（役員の任務）本区役員の任務は次の通りとする。
(1）区長は区を代表し、区全般の世話に当り、区則に従い、市政連絡員等の

関係管理業務のほか、区長としての業務を行う。
(2）会計は区長の命を受け、本区の経理業務を担当し、金銭の出納帳簿記録、

保管の責に任じ、区長不在の時は、区長業務を代行する。

(3）組長は区長を補佐し組を代表して、役員会における区行事等の企画立案

に参画する。又組内においては、区則に従い組の世話活動に当る。

(4）会計監査は、区の金銭出納について、年1回以上の監査を行い、その結果

を区民に報告する。
(5）班長（月当番）は組長を補佐し班の世話活動に当る。
(6）選挙管理委員は、区長選出の公表、受付、選挙の管理を行う。

①公表は、任期満了の50目前に行う。
②公表期間は、 10日間とし、受付期間は、公表より10日以内とする。

(7）専門部員は、行事内容が煩雑であるもの、又は専内的であるものについて

企画、立案、実施について援助する。

第6条（役員の選出）本区の役員選出は次の通りとする

(1）区長の選出は次の通りとする。
①区長の選出は区民（世帯主）3名以上の推薦による立候補制とする。

②立候補者が複数の場合は、区民全員（世帯主）の直接無記名投票に

より最高点者1名を選出する。
③立候補が無い場合は役員会で推薦する。

(2）会計は区長の推薦とする。
(3）組長は原則として、各組の輪番制選出とする。

(4）会計監査は前年度の会計が行う。
(5）班長（月当番）は原則として、輪番制選出とする。
(6）選挙管理委員会は原則として、組長が選出とする。（各組）
(7）専門部員の選出は、必要がある場合、役員会で選出とする。

第7条（役員の任期）本区役員の任期は次の通りとする。

(1）区長の任期は次の通りとする。
①区長の任期は、 1カ年とし3月に改選し、 4月1日付で就任する。



頁／全頁 3/5 

沖田第2区区制 制定日 1976年12月1日

改訂日 2005年4月23日

②やむをえず、区長辞任の場合は、残在期聞が6ヶ月以内の場合は役員

会で後任者を決定する。但し、残在期間が6ヶ月以上の場合は第6条
( 1）項により後任者を決定する。

(2）会計の任期は区長の任期に準ずる。
(3）組長の任期は1カ年とする。

(4）会計監査の任期は1カ年とする。
(5）班長（月当番）の任期は1ヶ月とする。

(6）選挙管理委員の任期は1ヶ月とする。
(7）専門部員の任期は必要期間とする。但し、区長の任期内とする。．

第8条（決議機関）本区の決議機関は次の通りとする。
( 1）代表者会議、この会議は区の最高決議機関とし、各班から2名あて選出

された代表者で構成し、その3/4以上の出席で成立する。又出席者の

2/3以上の賛同で決議する。
(2）定例代表者会議は、原則として毎年4月区長が招集する。
(3）臨時代表者会議については、組長の過半数の要請があったとき、又は

区長が代表者会議の開催が適当と判断した場合は、臨時に代表者

会識を開催する事ができる。
(4）代表者会議の付議事項は次の通りとする。

①区の活動方針、活動計画、及びその結果報告。
②区の予算及び決算に関する事項、区費の改定、臨時会費等に関する

事項。
③天災、地変による重大事故、若しくは生活環境に重大な影響が生じた

場合の対策等に関する事項。

④区則の改廃に関する事項。
(5）役員会は、役員をもって構成し、 3/4以上の出席で成立する。又は、

出席者の2/3以上の賛同で決議する。

(6）役員会の付議事項は、次の通りとする。
①区運営に関する事項の企画立案、及び執行に関する事項。

②生活環境等に阻害される恐れのある事項。
③代表者会議で付議された事項、及び目的を同じくする関係団体

（他地区等）との合同行事の件。

④専門部員の任免に関する事項。
⑤その他、区長が必要と判断した事項。

(7）組常会は、代表者会議出席者の選出、その他組長が必要とする事項を

議案する。

第9条（区民の権利義務）本区区民の権利義務は次の通りとする。

(1）役員を選出し、役員に選出される事。
(2）区則並びに、区内行事に参加する事。
(3）区則の範囲内で、区の運営について自由意見の具申、区会計帳簿の

閲覧要求。
(4）区則を遵守し、区の運営に協力すること。
(5）区則に定める入会金、及び区費の納入をする事。
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沖田第2区区員IJ

頁／全頁

制定日

改訂日

1976年12月1日

第10条（弔慰金）区民の不幸があった場合次の弔慰金を贈る。

(1）世帯主及び配偶者の死亡 5,000円

(2）その他同居家族の死亡 5,000円

第11条（役員手当）役員手当金は次の通りとする。

2005年4月23日

( 1）区長は月額5,000円とし、年1田原則として3月に支給する。

(2）会計は月額3,500円とし、年1田原則として3月に支給する。

(3）組長手当は年10,000円とする。

第12条（金額の改定）

区費、役員手当、弔慰金の改定は代表者会議の承認を必要とする。

第13条（区の運営費）
本区の運営に関する費用は、区民の拠出する入会金、区費、補助金、寄付金、

利息等（以下収入金という）で賄う。

第14条（収入金の受け入れ）本区の収入金の受け入れ手続きは次の通りとする。

(1）本区の入会金は、 1世h帯当り1,000円とし入会時区長に納入する。

(2）本区の区費は、 1世帯当り月額350円とし、 6ヶ月分を、 5月と10月の

2回に分けて、現在の在籍者を対象に、月当番が集金し組長に納入する。

組長は、集金名簿を添えて会計に納入し領収印を受けるものとする。

(3）補助金、延岡市より区長が受領し会計に納入する。

(4）寄付金、寄付者より区長が受領し会計に納入する。

(5）利息金、毎年1回3月中に貯金先にて金利の記入を受けるものとする。

第15条（会計）本区の会計は次の通りとする。
(1）本区の出納業務は、会計がこれに当り、貯金先は、宮崎銀行と平原

郵便局とする。
(2）本区の出納簿、及び各種証書（請求書、領収書等）は、会計が執行

管理し、保管期限は5年間とする。
(3）本区の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第16条（区則の改廃）
（，）本区則の変更（改廃）は代表者会議で承認決定する。

(2）本区則は平成17年4月23日より実施する。
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沖田第2区区則
頁／全頁
制定日 1976年12月1日

改訂日 2005年4月23日

付録（改訂、修正、申し合わせ事項〉

1.市以外の寄付及び斡旋品は、回覧しません。

2.募金については、全て区費にて納入します。

（赤＋字・赤い羽根・歳末助け合い・社会福祉協議会・緑の募金・祭延岡・

消防負担金・青少年育成会・春日・愛宕神社）

3.貯金先の労働金庫より、宮崎銀行に変更

4.組長手当（年額5千円） ，万円に（S63年より）

5.会計監査2名から1名に（H5年より）

6.会計監査（役員会で選出）前年度の会計が行うに変更（H6年より）

7.構成 5組から6組に（H7年より）

8.区費集金を毎月から半年周期に（H11年より）

9.弔慰金にづいて同居家族の死亡（3000円）を 5000円に（H11年より）

10.積立金、 100円徴収をやめる。（H15年より）

, , .区費を350円から450円に変更、積立金を区費に入れる。（H15年より）

12.区費を450円から350円に変更（H16年より）

13.第1条を「（名称及び事務局）本区を沖田第2区と称し、事務局を区長宅に

置く。 J（こ変更する。（H17年より）

14.第15条の（1）項を「本区の出納業務は、会計がこれに当り、貯金先は

宮崎銀行と平原郵便局とする。 Jに変更する。（H17年より）

以土
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区長a・・・・・・・
沖田第二区平成25年度活動計画

「活動の基本方針j

私たちの沖田第二区においても高齢者や一人暮らしの世帯が多くなってお

ります。また、長く続いていた子供会活動も児童の減少により平成24年度

で休会になりました。この様な状況で一番心配になるのは、何かがあった時

に手助けがあるかと言う事では無いでしょうか。万が一の時に気軽に声を掛

けあったり、助け合う事が出来れば安心です。よって、今年度は下記の主な

行事を通して多くの隣近所の方々を知り、親睦の輸が広がる様に参加者の増

加に努めます。

主な行事と重点課題

主な行事

－環境クリーンデー : 5月下旬予定 沖田公園・ふれあい広場・クリーンス

テーション清掃、点検等

・敬老の集い : 9月中旬予定場所は南老人福祉センター

・歩こう会 : 11月上旬予定 防災訓練と合わせて実施

・親睦スポーツ大会 :7、10月予定 ミニバレー・グランドゴルフ希望者を

募集して実施

重点課題

・無線放送設備の設置推進

沖田第二区内の団体の支援体制

① 沖田第二区福祉推進チ｝ム

地区連絡・防災放送、市防災無線放送で活用

{8月に設置可否の報告予定）

② グランド ゴルフ沖田クラブ（兼）公園愛護会

③沖田高齢者クラブ悠和会

以上の3団体が活躍されています。補助金を含めて区として応援していきま

す。
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1.収入の部
勘定科目

区費徴収
入会金

防犯灯維持管理 I

補！防犯灯維持管理H
助・｜敬老補助金

金｜ごみ指導員手当

健康長寿
預．貯金利子

2.支出の部
勘定科目
区役員手当

会 2i YJ > 

漏!ti! D 曙司』

・．． 阿‘

環1 調瞳圏』

且』巴，.. 賀且J，、
備品勝入・修繕費

電気料
防犯灯管理費

神社奉納金

消防負拠金

各 GG沖問クラブ
種 悠和会補助
捕
助 推進チーA補助金
金 子供会補助

社会福祉協議会
各 然り延岡推進
種

赤い羽線募金募
金 歳末助合い募金
． 日本赤十字
負

緑の募金
担

金 7地区青パト

南中青少年育成

行 環境クリーンデ｝
事 規陸スポーツ
活

敬老の集い費
動資 防災・歩こう会

自主防災費

予：備費
メ口ヨ、 凶・

茨ri~

通怠合”．

平成26年度沖悶第二区予算書

：円
24年度災j:額 I25年度予算額l差額（7一決）

908. 4001 904. 2001 -4, 2001212戸×360×12・AP大東建14,000 (i前期8000＋後期的00)
1. 0001 1, OOOl 01 

81, 6001 81. 6001 01防犯灯電気料金補助

20,soo1 14,000I -s.sool管球交換補助

1-4. 9001 14. 9001 01社会福祉協議会： 100円×敬老対象者数

95.0001 92,0001 -a.0001クリーンセンター：指導員手当て＋ステーション修理補助

23.6001 23.6001 01健康長寿推進室：：各地広均等割り＆世帯数

7881 7501 -381郵便局・官銀普通・官銀定期の合計金額

50,000 

1.195. 788 
3,427,470 
4.623.258 

24年度決算額

162.000 
43.213 
27.914 
92.595 
17.664 

195.174 
144.800 
30.000 
60,000 
30,000 
30,000 
30,000 
20,000 
26,000 
10, 000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
5,000 
6,600 
47,332 

13,960 

213,039 

60,204 
73,666 

38,000 
1. 466. 061 
3. 167. 197 
4.623.258 

25年度予算額

162.000 
46.000 
30.000 
92.000 
20.000 

210.000 
40.000 
30.000 
60.000 
30,000 
30,000 
30,000 

25,000 
10,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
5,000 
6,600 

50,000 

15,000 

230,000 
60,000 

100,000 
33,000 

1.393.600 
2_-945_ 647 
-t.339.2.(7 

・’”．‘圃．‘．nu－－町。＝nv－a官官A－9g－azeo－－－zqtu－－H4 

nu－eo出品百Aw－－Aou－－qdw＝qa－’A 
OU目”’＝qLZAHuv

議額（予一決）

より街灯代20.000円 ・その他

備

0区長6万・会計4.2万・組長1万×6人分

1. 787 役員会・区長会・縞祉・場所代等

2.086 事務用品・コピ代費

考

-596 ゴミステ ション維持管理費・ 23年度指導員手当・その他

2.336 
14.826 防犯灯電気料（九電支払後）

-104.800 防犯灯交換・修理費（セブンプラザ・オリタ電気）。
0消防団32部 300円X200F分

0公開愛護会合む

0高齢者クラプ

0福祉活動（高齢者見守り活動｝

-20,000 今年度より休会。。。。。。
0負担金

0会費

2,668 

1,040 ミニバレー・グランドゴルフ等

16,961 敬老の集い費用・不参加者記念費代・謝礼等

-204 防災訓練／歩こう会費用／訓練関迎機器等の購入

26,434 防災設備付設・備品等の購入

-5,000 慶弔費・その他

-62,461 
221. 560 説年度l収入の部決算総合計 24年度支的決算合計制

-284.011 収入の郊の総合，lf
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童ネ責見経P
見積書第0130811号

6日

下記の通り御見積り申し上げますので御用命下さいます様お願い申しあげます。

ii］ 途御打合せ 干882一o,8戸5ぶ1ル！ζ会
延岡市 j出＼~~－ヒヒ．・·5~ν丁：目 1 5 番 1 号
有限会ド.，＂：：：－ 1:土t：己；：ν、号ラ宍衰来泉
代表取次！締！；役んへ三原、；＞~：－－；：雄7’

TE七三...Q~9.8~－3 3-4冶，49：－：：－；・1志
FAX_lt~：o.9.:8を－32-5 す ~－ 4,斗〆

9月25年平成
盆E中

せ

歪
百

./ 
E玄

御打合
定場所
収後現
より 9 0 

2. 

途
藷
蓋
日

E
L御
宿
末

豆12.E日

．受渡期日
受渡場耐

．支払条件
見積有効期限

5中

間

系元主 5毛手責三主主客頁￥ 2 .. 1 1 8,.900.一

ロロロ 名 f士 様 数 豆Z 単 位 単 価 金 額 備 考

沖田第2区 無線放送装置 式 2, 118,900. 

放送設備 親機

120Wウオールアンプ GV-1 20 F:.品J 150 000. 
v 

チャイム付マイクロホン MC-301 個 21,000. 

セパレートホン H-510A+P-350T+UCS-51A 2 式 33,000 66,000. 

ストレートホン H-51 OL+P350T+UCL-41 A 2 式 60,000 120 000. 

スピー力取付金具 4 式 26,000 104,000. 

放送無線送信機 プラBOX JC-4810 式 85 000. 

無線用コントローラー 6芯ケーブル10m 式 20,000. 

12mコンクリート電柱＋建柱工事 基 160 000. 

ステンレスアンプ収納ケース＋取付金具 式 80 000. 

ステンレスアンプ収納ケース＋取付金具 式 35 000. マイク収納

防災無線接続アダプター（アンテナ防災用） 式 しJ 170 000. 

ステンレスアンプ収納ケース＋取付金具 式 どノ 65 000. 

（防災戸別受信器・防災アダプター収納）

放送設備 子機

2. 1 20W ウオールアンプ GV-120 式 150,000. 

無線受信機＋プラBOX JC-4810 式 85 000. 

受信用コントローラ－ 6芯ケープル・保護用ハ．イプ 式 20,000. 

セパレートホン H-51OA+P-350T +UCS-51 A 3 式 33,000 99,000. 

スピー力取付金具 3 式 26,000 78,000. 

12mコンクリート電柱＋建柱工事 基 160,000. 

ステンレスアンプ収納ケース＋取付金具 式 80,000. 

一取付・工事ー

3. 電 ，ヌ＼ 工 事 2 式 45,000 90,000. 

4. 取付工事．取付調整 2 式 50,000 100,000. 

5. その他の雑材保護用パイプ 2 式 20,000 40,000. 

6. 諸 経 費 40,000. 

7. j向 費 手先 5% 100,900. 

＇€』コ 計 2, 118,900. 
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平成26年度コミュニティ助成事業申請書提出時チェックリスト

書類名 u 確認事項

市（区）町村I都道府県』自治総合センター

チェック欄lチェッヅ欄！？テヱック楊

骸当項目を『OJ「xJでチヱツク，宇

． ’ （該当しない事業の項目は斜線）
1 

業…悶町村名：干~匂尋包伺今 ｜実絡団体名； 5宇回努 z.It. ｜鵬成$象名：戸級コ三ユニ干イM 尋

J 〆〆F ｜料lまA3よこサイズも可）。上記以外のサイズ（A4横向パ／／ … 原即JA4た…
~ ｜き、 A3縦向きで印刷されたものも含む）の書類は添 I ο 

J 〆〆F ｜付しないようにお願いします。

申請書（別記様式第1号及び｜【事業実施主体】

11別表） ｜市（区）町村以外が事業実施主体の場合、一団体あ 1 0 
※原本を提出 ｜たり、 H牛の申請となっているか？

事業実施主体規約21 
※コピーで可

【事業実施主体の説明】
一般、コミセン、地域防災アの事業は、整備する施設
や段備の維持管理はコミュニティ組織や自主防災組
織が行うこととなっているか？

【助成申請額】
・10万円単位となっているか？
・助成決定額と相違がないか？
（上限金額と下限金額の範囲内となっているか）
．総事業費を超えていないか？

【助成申請事業の計画】
－要綱、留意事項で対象とする事業となっているか？
・記載の仕方に従って、すべての項目の記載が行わ
れているか？
－事業実施期間（事業開始日～事業終了日）は、平
成26年度内となっているか？

【別表】
・要綱、留意事項で対象とする事業となっているか？
・記載の仕方に従って、すべての項目の記載が行わ
れているか？

【別表】事業収支の内訳
・事業収入合計は、事業費総額と一致しているか？
．事業支出の内訳は見積書等の記載内容と一致して
いるか？
・要綱、留意事項で対象とする経費、対象外とする経
費に分別できているか？
－広報表示は、『宝くじの社会貢献広報の仕方Jに基
づいて、すべてのものに表示することとなっている
か？

【別表】保管場所・設置場所の説明、コミセンの説明
・土地や建物の説明事項は、登記内容と相違はない
か？
・使用承諾や権利部（乙区）の内容、地縁団体の認
可については、要綱、留意事項に従って、事業の完
了までに完備できる予定となっているか？

【宝くじの社会貢献広報の仕方】
・市（区）町村の広報誌へ掲載するζととなっている
か？
・広報誌掲蛾時期は、事業完了と同時期となっている
か？

【添付資料】
・添付資料に不足はないか？
• JI国番通りに添付されているか？

－事業実施主体が市（区）町村以外の場合、その事業
実施主体の規約が添付されているか？
・一般、コミセン、地域防災アの事業で事業実施主体
が市（区）町村となる場合、整備する施訟や設備の維
持管理を行うコミュニティ組織や自主防災組織の規
約が添付されているか？
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平成26年度コミュニティ助成事業申請書提出時チェックリスト
ι 

市チ．（ェ区ッ）ク町欄村 都道府県
自治・チ総z合ッセク凋ンター

書類名 ．確認事項
ー， チェック欄

' 
‘ 該当項目を「OJ「×Jでチェック

（該当しない事業の項目は斜線）

－事業実施主体が市（区）町村以外の場合、その事業

事業実施主体の平成25年度
実施主体の事業計画及び予算書が添付されている
か？（該当資料のみを添付すること）

3事業計画及び予算書 ・一般、コミセン、地域防災アの事業で事業実施主体 。
※コピーで、可 が市（区）町村となる場合、整備する施設や設備の維

持管理を行うコミュニティ組織や自主防災組織の事
業計画及び予算書が添付されているか？

4金額積算根拠（見積書等） ・合計額が総事業費と一致しているか？ 。
※コピーで可 －設備等の品番は明記されているか？

5事業内容に関する資料
－事業の詳細がわかる、カタログ等のカラーコピー、 。
事業の企画書や説明資料等が添付されているか？

建物工事に関する図面 コミュヱティセンタ一助成事業、共生の地域づくり助

／ 6 （平面図・立面図等） 成事業のうちバリアフリー化工事の申請の場合、添

※コピーで可 付されているか？

財源に関する資料 ・コミュニティセンタ一助成事業の申請の場合、通帳

／ 7 （資金積立計画等） のコピー等の自己財源の根拠となる資料が添付され

※コピーで可 ているか？

8議事録（総会資料等）
・コミュニティセンタ一助成事業の申請の場合、添付

／ されているか？
※コピーで可 ・コミュニティーセンター建設の決定に対する住民の

総意がわかる資料となっているか？

／ -----------申請書類は、「必要書類一覧表JIこ記載の資料等、 。
必事墨低限のものとしてください。

／ ／／  
－上記チェック欄はすべて「OJとなっているか？
・一つ玄主「× lがii~温含l~ 宣誼書包提出i孟至 。
互ι

その他連絡事項

【施設又は設備の整備に関する事業（ハード事業）】
一般コミュニティ、コミュニティセンタ一、地域防災組織育成、共生の地域づくり（ハード）、
活力ある地域づくり（ウ）の各助成事業

【ソフト事業】
青少年健全育成、共生の地域づくり（ソフト）、地域の芸術環境づくり、地域国際化推進、
活力ある地域づくり（ア・イ）の各助成事業
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申請書提出前チェック表

（別添2) （一般コミュニティ助成事業）

『0』＝OK, 『－』＝該当なし・添付不要 （×や空欄になる場合は申請書に不備があります。修正してください。）

市町村名 ｜ 宮崎県延岡市 ｜ 実施主体名 ｜ 沖田第2区

担当者所属 ｜ 経営政策課市民協働係 ｜担当者名｜ 兼森 大樹

0982-22-7079 

は電子メールで送付したか。

＼』



（平成 26年度コミュニティ助成事業 別記様式第 1号） 、一司

財団法人 自治総合センター

理 事長若林治造殿

延 経 第 号

平成25年 9月 日

宮崎県延岡市長首！藤正治 印

コミュニティ助成事業助成申請書ぐ安）

。一般コミュニティ助成事業 青少年健全育成助成事業

コミュニティセンタ一助成事業 共生の地域づくり助成事業

地域防災組織育成助成事業 地域国際化推進助成事業

ア．自主防災組織育成 多文化共生

イ．消防団育成 国際理解推進

ウ．婦人防火クラブ育成 活力ある地域づくり助成事業

防火防災訓練用資器材 ア．地域資源、活用

防火広報用視聴覚資器材 イ．広域連携推進

エ．幼年消防クラブ育成． ウ．活力ある商店街づくり

オ．女性消防隊育成

初期消火活動及び予防活動

初期消火活動及び応急救護普及活動

カ．少年消防クラブ育成

別記のとおり標記に関する事業を行いたいので、助成されるよう申請します。

助成対象団体連絡責任者

所属

職 ・氏名

電話

企画部経営政策課市民協働係

主事 兼森大樹

－－・
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（平成 26年度コミュニティ助成事業 別記様式第 1号）

財団法人 自治総合センター

理事長若林清造殿

延経 第

平成 25年 9月

号

日

宮崎県延岡市長首藤正治 印

コミュニティ助成事業助成申請書とう［〉

。一般コミュニティ助成事業

コミュニティセンタ一助成事業

地域防災組織育成助成事業

ア．自主防災組織育成

イ．消防団育成

ウ．婦人防火クラブ育成

防火防災訓練用資器材

防火広報用視聴覚資器材

エ．幼年消防クラブ育成．

オ．女性消防隊育成

初期消火活動及び予防活動

初期消火活動及び応急救護普及活動

カ．少年消防クラブ育成

青少年健全育成助成事業

共生の地域づくり助成事業

地域国際化推進助成事業

多文化共生

国際理解推進

活力ある地域づくり助成事業

ア．地域資源活用

イ．広域連携推進

ウ．活力ある商店街づくり

別記のとおり標記に関する事業を行し、たいので、助成されるよう申訪します。

． 

助成対象団体連絡責任者

所 属 企画部経営政策課市民協倒j係

職・氏名 主事 兼森大樹

電 百首 0982-22-7079 

F A x 0982-22-7090 

電子メール kyodo@city.nobeoka.miyazaki.jp 

114 

国
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（平成26年度コミュニティ助成事業 別記様式第 1号）

1.事業実施主体

都道府県名 宮崎県 市（区）町村名 延岡市

1 組織の名称 ｜ 下伊形区

2. 事業所所在地

（電話番号）

3. 代表者氏名 a・・
4. 結成年月日 ｜昭和8年4月 1日

5.市（区）町村人口 ｜市（区）町村人口 128,336人（平成25年 9月現在）

活動対象地域の人口 ｜活動対象地域 1250人（平成 25年 9月現在）

2.事業実施主体の説明

下伊形区は宮崎県延岡市下伊形町及び北ーヶ岡の一部において、防犯・防災、環境改善活動及び

敬老祝などの各種レクリエーションを通じて住民の親｜座を図るとともに、区内各種団体とのコミュ

ニティ活動を実践している自治組織である。

3.助成申請額

事業費総額（A) I 一般財源等充当額（B)

2, 505, 30 0円 I 5, 3 o 0円 2151。｜。｜。i。Io円

4.助成申請事業の計画

( 1）助成申請事業の名称

｜帥送設備の整備

( 2）助成申請事業の趣旨・目的

下伊形区は地縁による自治組織であり、地域の清掃活動や敬老会、伝統芸能活動などの幅広いコ

ミュニティ活動を実施しながら、地域住民の連携と親II主を深め、住みよい地域づくりに取り組んで

いる。

かつては有線放送用スピーカーが地区内に点在し、地域情報のお知らせや災害時の緊急連絡に活

用されていたが、耐周年数をとうに越え、使用不可能となっている。現在の各種行事・コミュニテ

ィ活動情報の伝達は専ら回覧板によるものであり、地区内の情報伝達に大きな障害をきたしている。

また、当地区は大部分が海抜平均 2. 5mの低い土地で、度々水害に悩まされてきた経緯から緊

急時の連絡手段が必要とされているが、放送設備が使用できないため、情報連絡設備の整備が急務

である。
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（平成26年度コミュニティ助成事業 別記様式第 1号）

者
一

象
一対一の一業一

事

一

民

一

請

一

住

一

申

一

区

一

成

一

形

一

助

一

伊

一

）

一

下

一

つ
u
r－
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1
1
1
1
1
1』

(4）助成申請事業の内容

① 実施期間：平成 2 6年 1 0月 1日開始 ～ 平成 2 7年 1月 3 1日完了

② 実施場所：宮崎県延岡市下伊形町

③ 実施内容

下伊形集会所広場に屋外拡声親機設備を、日章緑地建設敷地内に屋外拡声受信機（子機）設備

をそれぞれ設置し、自治会のお知らせの広報、災害時の情報伝達を行う。

④ 収支内訳：別表ご参照

( 5）助成申請事業の期待できる効果

無線放送設備の整備により、無線放送による地域情報の発信が可能となり、地区のコミュニティ

活動が一層促進され、地域住民の親睦と結束が深められるとともに、万一の災害時においても、ス

ヒ。ーディーに防災情報が伝達できる。

( 6）助成申請事業のスケジュール

① 事業を実施（開始）するまでのスケジュール

② 実績報告書提出予定：平成 27年 3月 15日

(7）助成申請事業の過去の活動実績

5.宝くじの社会貢献広報の仕方

( 1 ）市（区）町村の広報誌への掲載

広報誌の名称 発行予定日

広報のべおか ｜ 平成 27年 3月 1日

広報誌には「宝くじの助成金で整備した」「宝くじの助成金で実施するJ旨の表現は必ず記載のこと。

( 2）購入備品、設備、印刷物等への広報表示

別紙ご参照
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（平成 26年度コミュニティ助成事業 別記様式第 1号）

6.添付資料

書類名 必要書類 添付書類 備考

1 申請書（別記様式第 1号、別表） 。
2 チェックリスト 。
3 事業実施主体規約 。

事業実施主体の平成 25年度事業計画及び予
4 。

算書

5 金額積算根拠（見積書等） 。
6 事業内容に関する資料 。
7 建物工事に関する図面（平面図・立面図等）

8 財源に関する資料（資金積立計画等）

9 議事録（総会資料等）

10 実行委員会等の構成員を示す資料

助成対象団体の歳出歳入予算書又は予算計上
11 

の手続きをとる旨の確約書

12 助成対象事業にかかる経費の内訳を示す資料

複数の助成対象団体が事業をする場合の同意
13 

書

14 前年度事業の決算書及び事業実績を示す資料

15 公益法人に関する資料

市（区）町村が中心市街地における商店街振
16 

興に関して策定する基本計画等

17 助成対象となる施設、設備等の資料

助成事業を実施する場所の位置図、住宅地図、
18 

現況写真

表示板に関する資料（見取り図、文言、大き
19 

さ・材質・固定方法のわかる資料）

20 その他
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平成26年度コミュニティ助成事業別記様式1号別表

都道府県名：｜宮崎県

【事業収支の内訳】

収入内容
コミユ－Tイ朗庇霊（＝A-B)

下伊形区一般会計

一一一一一一一

:_,,:t,ib:•_/: .. ~~：~＂事業収入合計（.亭~~ A) 

見積書 備品・設備名、
規格・仕様・

形式・メーカー、
番号 費用区分

費用項目等
［拡声親機設備］ （下伊形集会所に設置）

操作卓 音声増幅器接続型
無線装置
屋外用スピーカ レフレックス
屋外用スピーカ ストレート

音コン声ク増リ幅ー制ト柱御盤
120W（停電対応型）
14m 

コンクリート建柱費
取付金具・他材料
設置工事費
試験調整費
＇（＊計） ..・

2 屋外拡声受信機 ｛貫黒木功所有の畑に股置）

アンテナ
屋外用スピーカ レフレックス
音声増幅制御盤 120W（受信装置内蔵型）

コンクリート柱 14m 
コンクリート建柱費

取付金具費・他材料
設置工事

｜市区町村名：｜延岡市

金額（円）
2,500,000 

5,300 
一一一ー

一－－

4、． .. '・・ ;; . '.2,505~300 

数量 単価（円） 金額（円）

220,000 220,000 
210,000 210,000 
35,800 35,800 

2 50,000 100,000 
360,000 3~~：~~~ 95,000 

60,000 
90,000 
60,000 
80,000 

: 1,310.800 

8,000 8,000 
4 35,800 143,200 

480,000 480,000 
95,000 95,000 

60,000 
80,000 
60,000 

ーー・ ーー
試験調整費 70,000 
(IJ唱十）： 996,200 

3 諸経費 200,000 
4 

値消費引き税 一一ーー邑
企 121,000

5 119 300 
実

b電，＂＂ 凸~. J, 2,505,300 l司F主 JI!

対 i ~ト経費合言~c~ 。
：·＇＇＿＜.~ρ· ：：.＜ ti:＇＇；畢栗 v j合言 .CO+ ＠ 匝邑 A)：令 ， 2,505,300 

【備品・設備の保管場所・設置場所についての説明】

｜事業実施主体名：｜下伊形区

備考

一平般成蕊コミ手ュ扇ニテ子ィ百助残成高一事寸業,077,608円

一一一ー

一一』

、“、， • :'. ,r、.：司ν母；t一！札・ゐ1・a守・吃 :・ ・ ・・'::・ ・ ·:·;,;):<.r1:·;·:·;:w；＇.·，；＇.‘：’t’イ，~..：‘ 

対象外 広報
保管場所

整備目的・用途 設置名称場所経費 表示

放送用マイク 。下伊形集会所
屋外!It声受信慢に送信するもの 下伊形集会所の敷地内

放送用スピーカー 下伊形集会所の敷地内

放送用スピーカー 下伊形集会所の敷地内

音声の出力量t’幅．制御するもの 。下伊形集会所の敷地内

スピーカー取付用 下伊形集会所の敷地内

一一一

一一 ι

スピーカー用アンテナ 重黒木功所有の畑
放送用スピーカー 重黒木功所有の畑
音声の出カを噌帽．制御するもの 。重黒木功所有の畑
スビーカー取付用 重黒木功所有の畑

ー－－ .ー 一 一一一
一一

一一一一一一ーー

い二7、L白中村＼ ．＼ ・ハ－ J’~·；：守人···，九‘ .t•；..：；~－：.. ';<t注Lイ『
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下伊形区会則〈規約〉

第 1条（名称）

本会は、下伊形区と税？する。

第 2条係E 紛

本区は、区域内に居（主する区加入世帯をもって魁織する。

第 3条（目的）

本区は、住民相互の親睦と、健康で、明るく住みよいまちづくりの向上を図る事

を目的とする。

第 4条（事務所）

本区の事務所は、区長宅に置く。

第 5条（事業）

1）住みよい地域づくりと環境の整備

2）地区住民の生活文化向上

3）安心、安全なまちづくり

4）地区住民の親睦を図るための行事、及び伝統的行事の継承

5）行政機関との連携及び情報の交換

6) その他、目的達成のための必要な事項

第 6条（役員）

本会に次の役員を置く。

区長 1名 ・組長 4名 ・会計 1名 ・監査 2名

※区長は副区長を選任する事が出来る。

第 7条（役員の選出）

本区の役員は、次により選出する。

1) 区長は、総会において選出する。

2）会計及び監査は、区長が推薦し、総会の承認を得るものとする。

3）組長は、組毎に各 1名選出し、改選は3月に行うものとする。

第 8条（役員の任務）

本会の役員の任務は次の通りとする。

1）区長は、区を代表し、区務を総括する。また市政連絡員を兼務する事が出

来る。

2）区長は、区の運営に参画し、協議事項の審議を行う。また、市や区からの

伝達事項を組員に周知するとともに、組員から区費を徴収する。

3）会計は、区の会計業務を担当する。

4）監査は、区の会計を監査し、結果を総会で報告する。



第 9条（役員の任期）

本会の役員の任期は次の通りとし、再任を妨げない。また、欠員が生じた場合の

補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

1）区長、会計、監査の任期は2年とする。

2）組長の任期は原則として 1年とする。但し再選は妨げない。

第 10条（総会）

総会は、区加入全世帯から、世帯の代表者 1名の出席で開催するものとする。

1）総会は、年 1回、区長が招集する。ただし、必要な場合は、役員会の議を

経て臨時に召集することが出来る。

2）総会の議長は、出席者の中から選出するものとする。

3）総会は、委任状を含む三分のこの出席者で成立するものとする。（但し、そ

の都度の状況によって判断し、成立する場合もある）

4）総会に付議する事項は次の通りとする。

①事業結果の報告

②決算の報告

③新年度事業計画

④新年度予算案

⑤役員の承認

⑥その他、必要な事項

5）総会の議事は、出席者の過半数の賛同で決するものとする。

第 11条（役員会）

役員会は定期的に開催し、区長が召集する。ただし、監査は除く。

1）役員会は、過半数の出席で成立するものとする。

2）役員会は、区長の付議する事項を審議するとともに、総会及び役員会の議

決事項の円滑な執行に当たる。

3）役員会の議事は、出席者の三分の二以上の賛同で決するものとする。

第 12条（区費）

区費の額は、総会で決める。

1）区費は、組長が毎月徴収し、速やかに会計に納入しなければならない。

第 13条（会計年度）

本会の会言十年度は、 4月 1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 14条（その他）

この会則で定めるものの他、必要な事項は、役員会の議決を経て区長が別途定

める。

※附則 この会則は、平成24年4月 10日より施行する。

従前の会則は破棄する。



平成 25年下伊形区定例総会次第

1、開 ム一品

2、 区長あいさつ

3、 議長選任

4、議事

5、 その他

平成 25年定例総会提出議題

1）活動基本方針について

2) 25年度予算案について

3) そ の 他

( 25年度下伊形区活動基本方針 ） 

(1) 老いも若きも共に手を取り合って楽しく明るい「粋Jの

ある地区を目指しましょう。

(2) 住みよい環境作りに区民皆で取り組みましょう。

(3) 自主防災活動に前向きに取り組み、助け合い、協力し合

い共助・自助の精神を養いましょう。

(4) 子供は地区の宝、お年寄りは地区の先生、地区の歴史・

文化・芸能の活動と保存につとめましょう。



平成25年度下伊形区会計予算書 自平成25年4月1日～平成26年3月31日

単位（円）

項 目 24年度決算 25年度予算 増減 備 考

繰越金 931,340 1,077,608 146,268 

収 区費 1,622.400 1,622.400 0 2704戸分、単価600円

入
補助金 95,400 130.αm 34,600 防犯灯股置補助金

の
部 雑収入 53,300 42,300 A 11,000 敬老助民金 16.800円健康長舟補助金25,500円

利子 179 。 A 179 預金利子

合計 2,702.619 2.872.308 169.689 縁起金を除く単年度収入 1,794,700円

項 目 24年度決算 25年度予算 増 滅 （午、，~ 備 考

文化継承協力金 270，αm 270，αm 。夏秋季賃金 7万円、花笠保存会 8万円、神社費 12万円

消防費 120,000 120，αm 0 200戸 X600円

区長会負担金 8，飢）（） 8四）（） 0会伊形区長会3干円、伊福形区長会5干円

環境整情期成会費 。 10,000 10,000 活動分担金

敬老会費 205,669 300,000 94,331 祝賀会、実行委員会

会議費 58,690 60，αm 1,310 組長会、会場費

交際費 26,120 30,000 3,880 竜神祭、

交通費 30，αm 30，白羽 0通信、 区長、会計活動車燃料代

電気料 204,089 200，αm A 4,089 防犯灯電気料

工事費 112.245 300，α泊 187,755 電E奪取管工事 防犯灯工事費

支
出
の

区民活動費 146.731 260，α却 113.269 活劫保賄事，，9,830門下伊穆区盆踊り？万円、福祉鎗道チーム助成1万円
部

健康長野補助金25,500円、組活動助成金

各種寄付金 100，αm 120.αm 20.αm みどり1万円赤十字1万円青少協1万円社協3万円

ふるさと夏祭り3万円赤い羽根2万円旗末助け合い1万円

環境登備費 35,779 65，αm 29.221 クリーン作戦お茶、刈払後泊代

事務印刷費 22.688 30，αm 7,312 資料コピー、印刷機インク

役員手当 235，飢渇 235，飢渇 0区長7万門会計4万円組長3万円X4人 監 査2.5干円X2人

役譲り費 50，印加 50，目加 0新旧役員

雑費 。 10,000 10,000 

予備費 。 774,308 774,308 

繰越金 1,077,608 A 1,077,608 

合計 2.702,619 2.872.308 169,689 



No.13072301 EM 御 見積書

平成 25 年 7 月 23 日

下伊形区 殿

拝啓平成年月日照会第 号

芝浦電子；工業国株：式会社
ふ：~：；；さ正一1H1 ; J・・今・ E

宮崎営業所♂P長tbgc~~：＇苗’ 満，－：.·｛＇： ~i.~プ
干880-0056 長併構持目1か~~·！？·！＇：＇.：｝＇. ' 

TEL0985-25-2b~9：治以弱治二25-206'i＇ィー
に対し下記の通りお見積もり申し上げますので何卒御用命下

されたくお願い申し上げます。 敬具

金 額（運賃、荷造費含入） ¥2,505,300 .一（消費税含入）

受 渡場所 延岡市下伊形区一円

仕向地 同 上

御支払条件 別途御打合せ致します

項目 ロロロ 目

（件名）ワイヤレス放送システム（屋外拡声方式）

〔鉱声親機【 1】・鉱声受信機【 】〕

拡声親機設備

2 屋外拡声受信機設備

3 諸経費

4 値引き

計

消費税

dロ). 計

※詳細は次葉内訳を御参照下さい。

本件に関し御用命の節は、右記担当者名並びに上記番号を

お申し付け下さい。

受渡期日 別途御打合せ致します

見積有効期限 平成25年度内

その他

数量 単 価 金 額

式 1,310,800 

式 996,200 

式 200000 

式 121 000 

／ 

2,386,000 

119,300 

2,505,300 

承認｜調査｜担当
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延岡市下伊形区殿

屋外放送設備

イ士 様 童
Eヨ

芝浦電子工業株式会社

干890一00 6 1 宮崎市神宮東2丁目 10-33

T Eし（ 0985) 25-2029 FAX 25-2067 



項目 ロロロ 目 数量 単 価 金 額

［拡声親機霞備］（公民館に設置）

操作卓（音声増幅器接続型） 4ロ」、 220,000 220,000 

無線装置 4ロ~ 210,000 210 000 

屋外用スピーカ（レフレックス） 本 35,800 35 800 

屋外用スピーカ（ストレート） 2 本 50,000 100,000 

音声増幅制御盤 120W（停電対応型） 面 360,000 360,000 

コンクリート柱 14M 本 95,000 95,000 

コンクリート柱建柱費 式 60000 60,000 

取付金具・他材料 式 90000 90000 

設置工事費 式 60,000 60000 

3式験調整費 式 80,000 80,000 

計 1,310,800 

2 ［屋外拡声受信機設備］（ご指定場所に設置）

アンテナ 本 8,000 8,000 

屋外用スピーカ（レフレックス） 4 本 35800 143,200 

音声増幅制御盤 120W （受信装置内蔵型） 面 480 000 480,000 

コンクリート柱 14M 本 95,000 95,000 

コンクリート柱建柱費 式 60,000 60,000 

取付金具・他材料 式 80,000 80000 

設置工事費 式 60000 60,000 

3式験調整費 式 70,000 70,000 

計 996,200 

3 諸経費 式 200,000 

-a- 計 2,507,000 



1 . システム構成

, -, 拡声親機設備（下伊形集会所に設置）

名 称 型 式 数量 仕 様

操作卓 WAOP24T 
4ロ.,,. 

屋内設置

L 

無線装置 WALT248 4ロ.,,. 屋外設置全天候型

音声増幅制御盤 WAAC24D 面 屋内設置 , 2 ow 

屋外用スピーカ H-5 1 0 A , 本 屋外設置 レフレックス

屋外用スピー力 H-5 1 0 L 
本

屋外設置 ストレー
2 

ト

コンクリート柱 CP14-19-
本

14m 

3. 5 

1-2 屋外拡声受信機設備（西部地区に設置）

名 称 型 式 数量 仕 様

アンテナ 一 本 屋外設置

音声増幅制御盤 WAAC24D 
面

屋外設置 120W 

匡外用スピーカ H-5 1 0 A 4 本 屋外設置 レフレックス

コンクリート柱 CP14-19-
本

14m , 
3. 5 

1 



2. システム系統図

別紙参照

2 
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屋外用スピー力
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ワイヤレス放送システム系統図
〈延岡市下伊形区〉

［拡声親機 1台 ・ 屋外拡声受信機 1台］

＼ 
音声矯幅
制御盤

（下伊形集会所敷地内）

｜ゎテナト ＼｜給電｜

音声増幅

制御盤

. " . , 
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通信ケーブル
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平成26年度コミュニティ助成事業申請書提出時チェックリスト

ー 書類名 確認事項
、

町県・市町村名： 唱。翁t先延｛刻午｜実胴体名；午線物色パ／／ 一原則A4たてM としてくださし（説明資
J 〆〆F ｜料lまA3よこサイズも可）。上記以外のサイズ（A4横向

，〆〆F lき、 A3縦向きで印刷されたものも含む）の書類は添
J 〆〆F ｜付しないようにお願いします。

申請書（別記様式第1号及び｜【事業実施主体】

11別表） ｜市（区）町村以外が事業実施主体の場合、一団体あ

※原本を提出 ｜たり、 1件の申請となっているか？

【事業実施主体の説明】
一般、コミセン、地域防災アの事業は、整備する施設
や設備の維持管理はコミュニティ組織や自主防災組
織が行うこととなっているか？

【助成申請額】
・10万円単位となっているか？
・助成決定額と相違がないか？
（上限金額と下限金額の範囲内となっているか）
．総事業費を超えていないか？

【助成申請事業の計画】
・要綱、留意事項で対象とする事業となっているか？
・記載の仕方に従って、すべての項目の記載が行わ
れているか？
－事業実施期間（事業開始日～事業終了日）は、平
成26年度内となっているか？

【別表】
・要綱、留意事項で対象とする事業となっているか？
・！2載の仕方に従って、すべての項目の包載が行わ
れているか？

【別表】事業収支の内訳
－事業収入合計は、事業費総額と一致しているか？
．事業支出の肉訳は見積書等の包載内容と一致して
いるか？
・要綱、留意事項で対象とする経費、対象外とする経
費に分別できているか？
・広報表示は、「宝くじの社会貢献広報の仕方Jに基
づいて、すべてのものに表示することとなっている
か？

【別表】保管場所・設置場所の説明、コミセンの説明
・土地や建物の説明事項は、登記内容と相違はない
か？
－使用承諾や権利部（乙区）の内容、地縁団体の認
可については、要綱、留意事項に従って、事業の完
了までに完備できる予定となっているか？

【宝くじの社会貢献広報の仕方】
・市（区）町村の広報誌へ掲載することとなっている
か？
－広報誌掲載時期は、事業完了と同時期となっている
か？

【添付資料】

市（区）；町村I都道府県l自治総合セシーー
チェック欄lチェック欄 l">7-z_？ク繍＇・＇

餓当項目を『0JfxJ.でチェック，
（骸当しない事業の項目は斜線）

助成事前：r恥~__;::rゅ綴採

。

。
。
。

。
。

。

。
。

・添付資料に不足はないか？ 10 
・順番通りに添付されているか？

21事業実施主体規約
目※コピーで‘可

－事業実施主体が市（区）町村以外の場合、その事業
実施主体の規約が添付されているか？
・一般、コミセン、地域防災アの事業で事業実施主体． 〈

が市（区）町村となる場合、整備する施訟や設備の維1 （ノ
持管理を行うコミュニティ組織や自主防災組織の規
約が添付されているか？

1 I 2ページ



’ 

2・

平成26年度コミュニティ助成事業申請書提出時チェックリスト

市（区）町村
‘チ都エ道ウ府ク県欄ー 自片治チ総I:合ッセク湖ンタ、ー

書類名 確認事項
チヱツク欄 ・.、 ．． 

該当項目いを事『O業J「XJでチェック－
（該当しな の項目は斜線）

－事業実施主体が市（区）町村以外の場合、その事業

事業実施主体の平成25年度
実施主体の事業計画及び予算書が添付されている
か？（該当資料のみを添付すること）

3事業計画及び予算書 ・一般、コミセン、地域防災アの事業で事業実施主体 。
※コピーで可 が市（区）町村となる場合、整備する施設や設備の維

持管理を行うコミュニティ組織や自主防災組織の事
業計画及び予算書が添付されているか？

4金額積算根拠（見積書等） ・合計額が総事業費と一致しているか？ 。
※コピーで可 －設備等の品番は明記されているか？

5事業内容に関する資料
・事業の詳細がわかる、カタログ等のカラーコピー、 ο 事業の企画書や説明資料等が添付されているか？

建物工事に関する図面 コミュニティセンタ一助成事業、共生の地域づくり助

｜／ 6 （平面図・立面図等） 成事業のうちバリアフリー化工事の申請の場合、添

※コピーで可 付されているか？

財源に関する資料 ・コミユヱティセンタ一助成事業の申請の場合、通帳

｜／ 7 （資金積立計画等） のコピー等の自己財源の根拠となる資料が添付され

※コピーで可 ているか？

8議事録（総会資料等）
・コミュニティセンタ一助成事業の申請の場合、添付

／ されているか？
※コピーで、可 ・コミュヱティーセンター建設の決定に対する住民の

総意がわかる資料となっているか？

／ --------------
申請書類は、「必要書類一覧表」｜こ記載の資料等、 。
必霊最低盟のものとしてください。

／ ／／  
・上記チェック欄はすべて「OJとなっているか？
・一つ主主「×｜があ盃撞含（~自措書包翠出 l主歪 。
亙ι

その他連絡事項

【施設又は設備の整備に関する事業（ハード事業）】
一般コミュニティ、コミュニティセンタ一、地域防災組織育成、共生の地域づくり（ハード）、

活力ある地域づくり（ウ）の各助成事業
【ソフト事業】
青少年健全育成、共生の地域づくり（ソフト）、地域の芸術環境づくり、地域国際化推進、
活力ある地域づくり（ア・イ）の各助成事業

2/2ページ



（別添2)

申請書提出前チェック表

（一般コミュニティ助成事業）

『0』＝OK, 『一』＝該当なし・添付不要 （×や空欄になる場合は申請書に不備があります。修正してください。）

市町村名 ｜ 延岡市 ｜ 実施主体名 ｜ 下伊形区

担当者所属 ｜ 経営政策課市民協働係 ｜担当者名｜ 兼森 大樹

， 

は電子メールで送付したか。

電話番号 0982-22-7079 

＼ー

o
－o－o－o一O
一O
一O

3‘ 



（男IJ添 1)

申請 総 括 表
提出先

市町村課行政担当 平野

hirano-takavoshi@oref.mivazaki.le:.io 

全市町村必ず提出してくださいn

揺出期限早慮25年10貝4日（金）

市町村名 03延岡市

担当課・係名 経営政策課市民協働係

（ふりがな） かねもり ひろき

担 当 者名 兼森大樹

電話番号 直通 0982-22-7079 

E-ma i I lkyodo@citwobeoka.miyazaki.jQ 

， 

定
一

予
一

請
一

申
－

業
一

事
一

度
一

年
一

戸

0

・

η
L

－
 

成
一

平
一

有

1 一般コミュニティ助成事業（申請件数 2 件）

実施主体 沖田第2区 ｜申請額｜ 2, 100,000円

事業内容 屋外放送設備の整備

申請実績 有 （有の場合は右楓も記入） ｜申請年度｜ 25年度｜ 採択 無

支所、教育委員会等（コミュニティ助成連絡調整担当以外）で申情書を作成する場合、作成者の氏名・連絡先電話番号

経営政策課市民協働係主事兼森大樹 0982-22-7079

実施主体 下伊形区 ｜申請額｜ 2,500,000円

事業内容 屋外放送設備の整備

申請実績 無 （有の場合は右欄も記入） ｜申請年度｜ 年度｜ 採択

支所、教育委員会等（コミュニティ助成連絡調整担当以外）で申稀書を作成する場合、作成者の氏名・連絡先電話番号

経営政策課市民協働係主事兼森大樹 0982-22-7079

実施主体 ｜申請額｜

事業内容

申請実績 （有の場合は右欄も記入） ｜申請年度｜ 年度｜ 採択

支所、教育委員会等（コミュニティ助成連絡調整担当以外）で申請書を作成する場合、作成者の氏名・連絡先電話番号

2 コミュニティセンタ一助成事業（申請件数 件）

実施主体 ｜申請額｜

事業内容

申請実績 （有の場合は右欄も記入） ｜申請年度｜ 年度｜ 採択

支所、教育委員会等（コミュニティ助成連絡調整担当以外）で申絹書を作成する場合、作成者の氏名・連絡先電話番号

3 青少年健全育成助成事業 （申請件数 件）

実施主体 ｜申請額｜

事業内容

申請実績 （有の場合は右欄も記入） ｜申請年度｜ 年度｜ 採択

支所、教育委員会等（コミュニティ助成連絡調整担当以外）で申請書を作成する場合、作成者の氏名・連絡先電話番号

4 共生の地域づくり助成事業（申請件数

実施主体

事業内容

申請実績

一
額

一
請

件
一
申

（有の場合は右欄も記入） ｜申請年度 年度｜ 採択

支所、教育委員会等（コミュニティ助成連絡調整担当以外）で申摘書を作成する場合、作成者の氏名・連絡先電話番号

是面ーしてて子ささい。



.. ....・‘
（平成26年度コミュニティ助成事業別記棟式第2号の2)

l順
フ市リカ（．ナ区（）半町角村カ名ナ） 事業実ナ（施半主角体カナ名） 都道府県名 市（区）町村名

位 7リカ．

上位20件合計

総 言十

Jへ．オカシ オキ，，.イ＝ク 宮崎県 延岡市

2 ノヘ．オカシ シモイ1.1・，ク 宮崎県 延岡市

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

． 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

一般コミュニァィ助成事業申請概要一覧表

事業実施主体名
総事業費 助成申請額
（千円） （千円）

4,600 

2件 4,600 

沖田第2区 2,119 2,100 

下伊形区 2,506 2,500 

1/1 

事 業 内 再廿『

-

屋外放送盟備の聾備

屋外放送態備の整備

...’・』
b ’ 

助成決定額
（千円）

。
0件 。

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

確認備考事項


